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～従業員向けの情報も満載です。　事業所内にて御回覧下さい～

2025. 8 第566号

さくら湖（三春町）  【コピー・転載禁止】

ID・パスワードは 会員ID：1101　パスワード：1005

インターネットセミナー
郡山法人会のホームページから無料でセミナーがご覧いただけます
http://www.koriyama-hojinkai.or.jp

会員は専用IDとパス
ワードを入れてログ
インする事により多
くのコンテンツが視
聴可能となります。

ログインIDとパスワードを入力してログインしてください

で検索いただけます

ログインID パスワード ログイン

無料 郡山法人会

●●●● ●●●●

600タイトル以上のセミナーが
無料で受講できます
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AIG損害保険株式会社
郡山支店

郡山市虎丸町24－8
AIG郡山ビル3F
電話 （024）933－6211

郡山支店／

小 東 政 彦支店長

第566号付録　令和7年8月1日

内環状線沿い
イエローハットさん南隣手続きの

〒963-8023 郡山市緑町29番7号  TEL 931-6987
代表　降矢　正美みらトラ君

み・らいと土地家屋調査士法人
代表　小林千恵美

み・らいと司法書士法人
代表　石井　知行

み・らいと行政書士法人

み・らいとコンサルティング株式
会社

〒963-8005
福島県郡山市清水台2-13-23　郡山第一ビル5F
TEL：024-938-7519　FAX：024-938-7460

受託会社がん保険制度
医療保険制度

アフラック生命保険株式会社

み らいと
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　宗教法人の調査にあたり、住職の居住環境について説明を聞いたところ、庫裏の横に住居を建てて生活の本拠とし
ているとのこと。すぐ横のガレージには、最近購入したと思われる最新型の高級外車が鎮座していました。
　調査官はとりあえず公益部分の帳簿について原始記録等と対比しながら内容の検討を行ったところ、経費部分の中
に宗教行為とは無関係の支出が散見されました。早速調査官は住職に質問しています。

調査官　住職、檀家参りにスーツを着て行くことはありますか？

住　職　普通はないですね。それが何か。

調査官　それでは○○テーラーでオーダーメードのスーツを作っているのは何のためですか？

住　職　･･････。

調査官　檀家参りの交通手段はどうしていますか？

住　職　田舎で道が狭いので軽乗用車で檀家参りをしています。

調査官　すると、あの高級外車はプライベートのものですか？

住　職　はい、そうですが何か問題でもありますか？

調査官　購入資金はどうされましたか？

住　職　低金利なローンで買いました。

調査官　ローンの契約書を見せてください。

住　職　プライベートなことなので調査とは関係ないでしょう。

調査官　住職の生活状況から見て、公益会計および収益関係の妥当性等がある程度推察できますのでお願いをしてい
るのです。ご協力をお願いします。公益会計から個人的な費用が出ていたことですし･･････。

住　職　これがローンの契約書です。

調査官　毎月の返済は１０万円ですか。聞くところによると車検費用は国産車の３倍はかかるそうですし、リッター５キロ
くらいでハイオクではガソリン代もバカになりませんね。車の維持費も大変でしょう。可処分所得の確認を行
いますので、住職の預金通帳を見せてください。

住　職　最近の通帳しかありませんが、どうぞ。

調査官　通帳を見ると証券会社に多額の送金がありますね。株取引のようですが、原資はどこから調達されたのですか？

住　職　･･････。

調査官　住職の収入状況からは車のローンや維持費、株の購入代金を工面するのは難しそうですが、推察するに公益
部分のお布施収入等を除外して資金を調達したのではありませんか？それとも簿外収入でもあるのですか？
銀行調査により住職の普通預金を復元すれば全てわかるのですよ。

住　職　ご推察のとおりです、申し訳ありません。簿外収入などありません。ここのところ景気が上向きになったので、
証券会社の誘いに乗ってしまいました。昨年から今年にかけて檀家の大きな葬儀が続き、予想外の多額なお布
施収入があったのと、墓所の区画変更等で公益収入が増加しました。

調査官　いずれにしても個人的経費の付けこみですので、住職の給与になります。源泉所得税の課税漏れとなっていま
すので、納税告知をしたらすぐに納付をしてください。

住　職　わかりました。

税理士　牧野 義博

～実践税務調査～  宗教法人の調査～実践税務調査～  宗教法人の調査
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税のミニ通信 ただで土地をあげたのに
譲渡所得税が課税されるのですか？

　無償による資産の移転であっても譲渡所得税が課税される例は以下のようなものがあります。

１． 法人に対する贈与・遺贈
　個人から法人に対する贈与・遺贈は、時価により譲渡したものとみなして譲渡所得税が課税されます。（個人
から個人への贈与・遺贈は、贈与税・相続税が課税され、譲渡所得税は繰り延べされます）

２． 法人に対する低額譲渡
　法人に対する時価の２分の１未満の金額による低額譲渡は、時価により譲渡したものとみなして譲渡所得税
が課税されます。
※上記１．２．に該当する場合には、他に法人については受贈益に対して法人税が課税され、法人の株主について株
式の値上り益に対して贈与税が課税されます。

３． 限定承認による相続
　被相続人の財産債務の清算を行い、相続人に債務の引き継ぎをさせない限定承認は、租税債務も被相続人
の債務として清算するために譲渡所得税が課税されます。

４． 離婚に伴う財産分与による資産の移転
　離婚に伴う財産分与による資産の移転は、財産分与義務の消滅という経済的利益を対価とする譲渡であり
ますので、分与した側に譲渡所得税が課税されます。

５． 代償分割による資産の移転
　相続に関する遺産分割協議に際して多く相続した者が少なく相続した者に対して、相続財産の代償として自
己が元々保有していた土地などを渡すことを分割の条件とすることがあります。これは、代償債務の消滅とい
う経済的利益を対価とする譲渡でありますので、渡した側に譲渡所得税が課税されます。

６． 遺留分侵害額請求による資産の移転
　遺言による相続で遺留分より少なく財産を取得した相続人は、多く財産を取得した相続人に対して遺留分侵
害額に相当する金銭を請求することができます。この請求に対して、多く財産を取得した相続人が相続財産ま
たは自己の財産のうち土地などを代物弁済として、少なく財産を取得した相続人に渡した場合、譲渡所得税が
課税されます。

　所得税法上、譲渡とは有償であると無償であるとを問わず所有権その他の権利の移転を広く含む概念であり、
譲渡所得税を課税する趣旨は、資産が譲渡により所有者の手を離れるときにその所有期間の増加益（値上り益）
を清算することにあります。

東北税理士会郡山支部
税理士  橋本 智誉恵



　7月12日、郡山ビューホテル「ステラート」において、婚活イベント「Summer恋活」が
開催され、独身男女22名（男性11名・女性11名）が参加しました。
　前回に引き続き、総合司会はお笑いコンビ「母心」の関あつし氏が務め、軽快なトーク
で参加者の緊張をほぐしながら、イベントは和やかにスタートしました。
　冒頭では、女性部会顧問・阿部尋子氏による婚活講座が行われ、婚活への心構えや
良縁をつかむためのポイントについての講話がありました。その後、プロフィール
カードを用いた1対1の自己紹介タイムがあり、参加者は積極的に自己アピールして
交流を深めました。
　フリータイムでは飲食を楽しみながら自由に移動し、2ショットでの会話やアトラクショ
ン「質問ゲーム」などで盛り上がり、終始笑顔と笑い声の絶えない雰囲気となりました。
　最後のマッチングタイムでは、お互いの名前をカードに記入し合う形式でカップル
成立を判定。今回は5組のカップルが誕生し、イベントは大成功のうちに終了しました。

「Summer恋活」開催 ～５組がマッチング～

　7月4日、岐阜県の中濃法人会青年部会が郡山市を訪れ、当青年
部会と交流しました。
　一行は、会員企業視察を行ったほか、コミュタン福島および東日本
大震災・原子力災害伝承館を見学。震災および原発事故の実態や、
これまでの復興の歩みについて学び、地域の現状への理解を深めて
いただきました。

岐阜県・中濃法人会との交流会を実施

乾杯をする
司会の関あつし氏

企業視察をする中濃法人会青年部会

　江戸っ子の生まれそこない金をため「宵越しの銭」
を持たないのが江戸っ子のきっぷのよさ。「それに
引き替え、あいつはなんだい。銭（金）をためやがって！」
と、その野暮さを笑った川柳だが、幾分のうらやましさ
が見て取れるのも確かだ。
　１０月１７日は「貯蓄の日」。そこで、日本人の平均貯蓄
額はいかほど…と、調べてみると、おや？ 「結構ためて
るねー」。生まれそこないじゃない方の江戸っ子の
心持ちだ（江戸っ子じゃないけど…）。
　気分直しに、検索していたら「富んでいる者が神の
国に入るよりは、ラクダが針の目を通る方が、もっと
易しい」と、かのイエス・キリスト様がおっしゃっていた
のだ。間違いない。金持ちは天国に入れないのであ
る。どうだ？

　ただ、そうだとしても、針の目に関しては、どんなに
関節の柔らかいラクダでも、針の目を通るのは苦労
すると思う。
　長く続く物価高。給料や年金だけでは足りず、預貯
金を取り崩す家庭も増えている。
　いつまでもあると思うな親と金
　なんか暗い気分になって
きた？ でも大丈夫。明石家
さんまさんの座右の銘を
贈ろう。「生きてるだけで
まるもうけ」ってね。

願わくば金持ちの苦労がしてみたい フリーランスライター 藤木 順平フリーランスライター 藤木 順平
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